
教育委員会事務局人権行政推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の

運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みに

ついて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、

教育委員会事務局及び教育委員会所管の学校（幼稚園を含む）以外の教育機関に「教育委

員会事務局人権行政推進委員会（以下「委員会」という。）」を置く。 

 

（組織） 

第２条 委員会は、委員長、委員長代理、委員で構成する。 

２ 委員長は、教育次長をもって充てる。 

３ 委員長代理は、総務部長をもって充てる。 

４ 委員は、別表１に掲げる者をもって充てる。 

 

（職務） 

第３条 委員長は、委員会の事務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長代理が職務を代行する。 

 

（幹事会） 

第４条 委員会の円滑な運営に資するため、委員会のもとに幹事及び常任幹事を置く。 

２ 幹事及び常任幹事は、別表２に掲げるものをもって充てる。 

 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が召集して行う。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができ

る。 

 

（協議事項） 

第６条 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること 

２ 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること 

３ その他、委員長が必要と認める事項に関すること 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

 

（施行の細目） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。 

 



  附 則 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表１ 

政策推進担当部長 

学校環境整備担当部長 

教務部長 

生涯学習部長 

指導部長 

学校教育推進担当部長 

学校運営支援センター所長 

市立中央図書館長 

総合教育センター所長 

 

別表２ 

○総務部総務課長 

 総務部教育政策課長 

総務部学事課長 

総務部施設整備課長 

総務部文化財保護課長 

○教務部教職員人事担当課長 

教務部教職員給与・厚生担当課長 

○生涯学習部生涯学習担当課長 

○指導部教育活動支援担当課長 

○指導部首席指導主事（大阪市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和 38 年大阪市教育委員会

規則第 11 号）第２条第 15 項の者をいう。） 

 指導部初等・中学校教育担当課長 

指導部インクルーシブ教育推進担当課長 

○学校運営支援センター事務管理担当課長 

○市立中央図書館総務担当課長 

○総合教育センター管理担当課長 

（ ○は常任幹事 ） 

 


